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定時株主総会における取締役解任議案承認のお知らせ 

 
当社は、平成 20 年 6 月 27 日開催の当社第 45 回定時株主総会における決議事項として、

第３号議案『取締役１名解任の件』を本総会に上程いたしておりましたが、本日本総会に

おいて本決議事項が原案の通り承認可決されましたので、お知らせいたします。 
解任となりました川床氏の解任の理由等の詳細につきましては、当社が平成 20 年 6 月 12

日に情報開示いたしました「当社第 45回定時株主総会における取締役解任議案のお知らせ」

の通りですが、当社は今後も川床氏に対して法的責任を追及する手続きを進めていく方針

であります。 
 

※ ご参考資料  
召集ご通知 参考書類 40 頁 第 3 号議案 取締役 1 名解任の件 

 
１． 第 3 号議案 取締役川床博氏解任の件 
（１）解任の理由 
川床博氏については、実質的に当社の経済的負担のもと、自ら１５００万円の金員を取得す

ることを企て、当社代表取締役として、①平成１９年９月６日、当社取締役会の承認を得る

ことなく（会社法３５６条１項２号、同法３６５条１項）、当社をして、金７８０万円を具体

的な返済条件を定めずに貸金名目にて、自己に交付せしめた事実ならびに②平成１９年９月

１日ころ、自らが昵懇の関係にあるコンサルタント会社との間で、当社としてコンサルタン

ト契約を締結すべき特段の必要性がないにもかかわらず、２個のコンサルタント契約を締結

し、同月６日、当社をしてコンサルタント会社に対してコンサルタント報酬名目にて合計７

２０万円を一括かつ前払いで支払わせたうえ、同日ころ、同コンサルタント会社ないしその

関係者から、７２０万円の金員の交付を受けた事実が発覚しました。 
その後、当社は、同氏に対し、上記金員相当額の返還を請求いたしましたが、同氏はこれに

応じません。 
また、川床博氏は、何ら正当な理由もなく、平成１９年１２月１６日ころから当社に全く出

社せず、かつ、取締役会にも全く参加しない状況であり、取締役としての職務の執行を完全

に放棄している状況です。 
以上のとおり、川床博氏については、その職務の執行について、法令違反（会社法３５６条



１項２号、同法３６５条１項）ならびに善管注意義務（会社法３３０条、民法６４４条）・忠

実義務（会社法３５５条）の違反が認められることが明らかです。 
したがって、今般、同氏の取締役解任をお願いするものであります。 
 
（２）当該取締役の略歴 

 氏       名  略        歴 
 川  床    博 平成１６年６月２９日  取締役就任 

            代表取締役就任 
平成１７年６月２９日  取締役重任 

代表取締役重任 
平成１９年６月２８日  取締役重任 

代表取締役重任 
平成１９年１２月２１日 代表取締役解任 
            現在に至る 

以上 


